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役 職 氏 名 
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（コード番号 8894  東証スタンダード） 
問 合 せ 先  管 理 本 部 本 部 長   津 野 浩 志 
電 話 番 号     ０３－６６２７－３４８７ 

 

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議結果に関するお知らせ 

 

 本日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、下記のとおり決議されました

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議結果 

 本日開催した臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の結果は次のとおりです。なお、臨時

株主総会及び普通株主による種類株主総会における議案及び結果がそれぞれ同じであることから、臨

時株主総会及び普通株主による種類株主総会における議案及び結果を一括して記載させていただきま

す。 

 

第１号議案 第三者割当による第６回新株予約権発行の件 

第三者割当による第６回新株予約権発行に関して、その他の議案を含めて希薄化率が 25％以上とな

ることから大規模な希薄化を生じさせることとなります。そのため、東京証券取引所の定める上場規

程第 432 条に定めに従い、本議案について株主の皆様にご承認をお願いするものでありましたが、本

件は原案どおり承認可決されました。 

 

第２号議案 株式交付計画の承認の件 

当社を株式交付親会社、WeCapital 株式会社を株式交付子会社とする株式交付を実施するための株式

交付計画について、ご承認をお願いするものでありましたが、本件は原案どおり承認可決されました。 

 

第３号議案 第三者割当による第７回新株予約権発行の件 

第三者割当による第７回新株予約権発行に関して、その他の議案を含めて希薄化率が 25％以上とな

ることから大規模な希薄化を生じさせることとなります。そのため、東京証券取引所の定める上場規

程第 432 条に定めに従い、本議案について株主の皆様にご承認をお願いするものでありましたが、本

件は原案どおり承認可決されました。 

 

第４号議案 第三者割当による普通株式発行の件 
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第三者割当による普通株式発行に関して、その他の議案を含めて希薄化率が 25％以上となることか

ら大規模な希薄化を生じさせることとなります。そのため、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条

に定めに従い、本議案について株主の皆様にご承認をお願いするものでありましたが、本件は原案ど

おり承認可決されました。 

 

第５号議案 株式併合の件 

当社が発行する株式について、以下の内容の株式の併合を実施するものでありましたが、本件は原

案どおり承認可決されました。 

①併合割合 

10 株につき１株の割合で併合いたします。 

②株式の併合がその効力を生ずる発生日（効力発生日） 

2024 年 10 月 21 日 

③効力発生日における発行可能株式総数 

普通株式       250,000,000 株 

Ａ種種類株式      4,650,000 株 

第１回Ｂ種種類株式     2,500 株 

第２回Ｂ種種類株式     2,500 株 

第３回Ｂ種種類株式     2,500 株 

 

第６号議案 定款一部変更の件 

株式併合に伴い、発行可能株式総数に関する定め等に係る定款の一部変更を行うものでありました

が、本件は原案どおり承認可決されました。 

 

２．日程 

2024 年 10 月８日 効力発生日（第三者割当による第６回新株予約権発行、第三者割当による第

７回新株予約権発行、第三者割当による普通株式発行） 

2024 年 10 月 11 日 効力発生日（株式交付） 

2024 年 10 月 21 日 効力発生日（株式併合）、定款変更日 

 

３．その他 

 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会における各議案の詳細については、2024 年８月 30 日

付にて開示したプレスリリースをご参照ください。第１号議案につきましては「第三者割当による第

６回新株予約権の発行に関するお知らせ」を、第２号議案につきましては「株式交付による WeCapital

株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」を、第３号議案につきましては「第三者割当によ

る第７回新株予約権の発行に関するお知らせ」を、第４号議案につきましては「第三者割当による普通

株式の発行に関するお知らせ」を、第５号議案及び第６号議案につきましては「株式併合及び定款の一

部変更に関するお知らせに関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。 

以上 


